
（平成２２年９月１５日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 6 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 5 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 9 件

国民年金関係 4 件

厚生年金関係 5 件

年金記録確認滋賀地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



滋賀国民年金 事案 912 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち昭和 49年６月から 50年５月までの国民年金保険

料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 49年６月から 50年６月まで 

申立期間の国民年金保険料を納付していたのに、還付されているとのこ

とであるが、還付される理由が無く、還付された記憶も無いので納付済み

とされていないことに納得ができない。 

また、昭和 50年６月の保険料は、厚生年金保険と重複しているので還付

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、申立人が所持している領収証書及び国民年金保険料納付

カードにより、申立人が国民年金保険料を納付していたことが確認できるもの

の、国民年金被保険者台帳では、申立期間の保険料の還付記録があり、オンラ

イン記録にも、申立人の国民年金被保険者資格喪失日は昭和 49年６月 28日と

記録されており、申立期間の保険料の還付が行われている。 

しかし、申立人が所持する国民年金手帳に記載されている資格喪失日は昭和

50年６月 28日であり、申立人が同年６月 27 日に厚生年金保険被保険者資格を

取得していることから判断すると、国民年金手帳に記載された国民年金被保険

者資格喪失日に不自然さは無く、申立期間のうち、昭和 49年６月から 50年５

月までの期間は、国民年金の任意加入被保険者期間であり、当該期間に係る記

録は、事実と異なる資格喪失手続により還付手続が行われたこと等が認められ

ることから、当該期間については、国民年金の納付済期間とすることが妥当で

ある。 

一方、昭和 50 年６月については、申立人は厚生年金保険の被保険者期間で

あることから、国民年金保険料が還付されたことについて、不自然さは見られ

ない上、申立人から聴取しても国民年金保険料が還付されていないことをうか

がわせる事情は見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 49年６月から 50年５月までの保険料を納付していたものと認められる。 



                      

滋賀厚生年金 事案 761 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における資格取得日は昭和 20 年６月１日、資格喪失日は 21

年４月 24 日であると認められることから、申立期間の厚生年金保険被保険者

資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 20年６月は 50円、同年７

月から 21年３月までは 40円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 20年６月１日から 21年４月 24日まで 

 Ａ社のＢとして勤務していた時代の厚生年金保険の記録を年金事務所に

照会したところ、昭和 20 年６月１日に資格を取得したことを確認できたも

のの、資格喪失日が判明しないとのことであり、申立期間の加入記録が無か

った。資格喪失日を調査・確認の上、年金記録に反映してほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の厚生年金保険被保険者名簿において、申立人と同姓同名、かつ同じ生

年月日で、基礎年金番号に未統合の被保険者記録（資格取得日が昭和 20 年６

月１日、資格喪失日は記載無し）が確認できる。 

また、申立人は、「昭和 21 年４月まで勤務していた。」と主張しているとこ

ろ、申立期間当時の勤務状況等に係る供述が具体的であることから、申立人が

申立期間において当該事業所に勤務していたことが認められる。 

 さらに、当該被保険者名簿によると、当該未統合記録の者を含む７人につい

ては、資格喪失日の記載が確認できないが、オンライン記録及び厚生年金保険

被保険者台帳によると、当該未統合記録の者を除く６人については、資格喪失

日が記録されており、このうち最も早く資格喪失している者の資格喪失日は、

昭和 21年４月 24日であることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、当該未統合記録は、申立人の記録であると認

められることから、申立人のＡ社における資格取得日は昭和 20 年６月１日、

資格喪失日は 21年４月 24日であると認められる。 

 なお、申立期間の標準報酬月額については、当該未統合記録から、昭和 20

年６月を 50円、同年７月から 21年３月までを 40円とすることが妥当である。



                      

滋賀厚生年金 事案 762 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人が昭和 50年７月 17 日に厚生年金保険被保険者資格を喪失

した旨の届出を社会保険事務所（当時）に行ったことが認められることから、

申立期間の厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正することが

必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、８万円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年５月 17日から同年７月 17日まで 

    卒業後、最初に就職したＡ社には昭和 50年４月１日から同年７月 16日ま

で在籍した。退職に当たっては社会保険の期間が空かないように、同社と転

職先の会社に配慮してもらった記憶がある。 

ところが、オンライン記録を確認したところ、Ａ社に係る厚生年金保険被

保険者資格の喪失日が昭和 50年５月 17日となっているので、記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された在籍証明書及び雇用保険の記録により、申立人が昭和

50年７月 16日まで同社に継続して勤務していたことが認められる。 

また、Ａ社が加入するＢ厚生年金基金の加入員証及び企業年金連合会発行の

年金支給義務承継通知書によると、申立人に係る同基金加入員資格の喪失日は、

昭和 50年７月 17日であることが確認できる。 

さらに、Ａ社人事厚生部の担当者は、「現在、最も古いもので、昭和 57 年

の資料が残っているが、それを見ると、厚生年金保険と厚生年金基金の届出書

は一体となった複写式である。」と証言している。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 50年７月 17日に厚

生年金保険被保険者資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所に対し行った

ことが認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 50 年４月のオンライン記

録から、８万円とすることが妥当である。



 
  

 

滋賀厚生年金 事案 763（事案 127の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 31 年５月 21 日から 33 年７月１日までの

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められるこ

とから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を 31年５月 21日に訂正

し、当該期間の標準報酬月額を１万 8,000円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28年６月 15日から 33 年７月１日まで 

    前回、Ａ社においてＢとして勤務していた申立期間が厚生年金保険の未加

入期間とされていることについて、納得できないと申し立てたが、記録訂

正する必要がないとの回答であった。 

その後、新たな資料としてＡ社に勤務した期間の一部についての皆勤を

表する表彰状が見つかったので、再度調査していただきたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、ⅰ）申立人は、昭和 33 年７月１日にＡ

社の厚生年金保険被保険者資格を取得しているが、当該事業所の健康保険厚生

年金保険被保険者名簿では、申立人の資格取得日までの期間に申立人の氏名は

見当たらず、申立人の厚生年金保険の資格取得手続が行われた形跡は認められ

ないこと、ⅱ）当該事業所は既に全喪しており、申立人に係る申立期間の勤務

実態、厚生年金保険の適用及び厚生年金保険料の控除の状況を確認できる関連

資料や証言を得ることができなかったことなどから、既に当委員会の決定に基

づき、平成 20年９月 11日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行

われている。 

しかしながら、今回の再申立てに当たり新たな資料として提出されたＡ社が

申立人に贈った皆勤表彰状に基づき、申立人が、申立期間のうち、昭和 32 年

12月 21日から 33年６月 30日までの期間は勤務していたことが確認できる。 



 
  

 

また、再申立てを受けて同僚８人に照会を行ったところ、そのうち３人から、

「申立人は、Ａ社のＣ事業所がＤ市Ｅ区Ｆ（当時の地名）から同市Ｇ区Ｈ（当

時の地名）に移転したときに営業班長に抜てきされ、私はその下でＢをしてい

た。部下の私が厚生年金保険に加入し、給与から保険料を控除されているのに、

管理者である申立人が控除されていないはずはない。」との証言が得られ、こ

の証言における事業所移転日は、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保

険者名簿により昭和 31年５月 21日であることが確認できる。 

さらに上記の同僚３人のうち２人は、「申立人のＡ社における営業班長とし

ての業務内容及び勤務形態は、移転後のＤ市Ｇ区Ｈの事業所に勤務している期

間は変更が無かった。」と証言していることから判断して、Ｄ市Ｇ区Ｈの事業

所に申立人が勤務していた期間は、厚生年金保険被保険者としての記録が有る

期間も含めて雇用形態等に何ら変化が無く継続して勤務していたものと認め

られる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、営業班長に抜て

きされた昭和 31 年５月 21 日から 33 年７月１日までの期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 33

年７月のオンライン記録及び当該期間における同僚の記録から１万 8,000 円

とすることが妥当である。 

なお、事業主が当該期間に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、Ａ社は既に廃業しており、事業主に確認することはできないが、仮に、

事業主から申立人に係る被保険者資格取得届が提出された場合には、その後被

保険者報酬月額算定基礎届を提出する機会があったことになるが、いずれの機

会においても社会保険事務所（当時）が当該届出を記録していないことは、通

常の事務処理では考え難いことから、事業主は、社会保険事務所へ資格の取得

等に係る届出を行っておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭

和 31 年５月から 33 年６月までの保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 

一方、申立期間のうち昭和 28年６月 15日から 31年５月 20日までの期間に

ついては、複数の同僚の証言により、申立人がＡ社の事業所（Ｄ市Ｅ区Ｆ）に

勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、申立人が記憶している同僚（Ａ社（Ｄ市Ｅ区Ｆ）の前身であ

るＩ社のＤ市Ｅ区Ｆの事業所から転籍した者を除く。）で、自身のＡ社への入

社日を記憶している３人について、同社に係る厚生年金保険被保険者名簿にお

ける被保険者資格取得年月日を確認したところ、入社日から資格取得日までの

期間が最短で約１年、最長で約４年であることが確認できる。 

このことから判断すると、申立期間当時、Ａ社では、入社後相当期間厚生年



 
  

 

金保険に加入させない取扱いがあったことがうかがえる。 

このほか、新たに証拠として提出された表彰状、Ａ社のＤ市Ｇ区の事業所に

おける勤務実態に係る同僚の証言以外に、申立人の同市Ｅ区の事業所における

厚生年金保険の加入の取扱い及び保険料の控除について確認できる関連資料

や証言を得ることができず、当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらな

いことから、申立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



 
  

 

滋賀厚生年金 事案 764 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録、

及びＢ社における資格取得日に係る記録をそれぞれ平成 16 年１月１日に訂正

し、申立期間の標準報酬月額を 14万 2,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 15年 12月 27日から 16 年３月 19日まで 

平成 12 年２月１日にＢ社に入社以降、現在に至るまで同じ場所で勤務し

ており、退職等したことは無い。勤続途中に、同社の構内下請事業所である

Ａ社に籍を置いたことはあるが、間が空くことはあり得ず、給与明細書を見

ても申立期間の厚生年金保険料が引かれている。 

厚生年金保険の加入記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された給与明細書、雇用保険の記録及びＢ社の回答から判断

すると、申立人が同社及び同社のグループ会社に継続して勤務し(平成 16年１

月１日にＡ社からＢ社に異動)、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社の給与明細書に記載された

平成 15 年 12月の保険料控除額、及びＢ社の給与明細書に記載された 16 年１

月及び同年２月の保険料控除額から、14万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は、社会保険事務所（当時）の記録どおり、資格喪失日を平成

15 年 12 月 27 日に、資格取得日を 16 年３月 19 日として誤って届け出たこと

を認めていることから、社会保険事務所は、申立人に係る申立期間の保険料に

ついて納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったもの

の、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合

を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。



                      

  

滋賀厚生年金 事案 765 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日に係る

記録を昭和 47年２月 28日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を５万 6,000円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年１月 17日から同年２月 28日まで 

Ａ社Ｂ工場から同社Ｃ工場（当時）に転勤になった時も継続して勤務して

いたにもかかわらず、厚生年金保険の被保険者期間に空白がある。同社Ｂ工

場から同社Ｃ工場に転勤した際、同社Ｂ工場における被保険者資格の喪失日

が誤って記録されたものと思われるので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社Ｂ工場が発行した在籍証明書、健康保険被保険者資格取得証明書、雇用

保険の記録及び同社Ｂ工場の回答から判断すると、申立人がＡ社に継続して勤

務し（昭和 47 年２月 28 日にＡ社Ｂ工場から同社Ｃ工場に異動）、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ工場における昭

和 46年 12月の社会保険事務所（当時）の記録から、５万 6,000円とすること

が妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主が申立人に係る厚生年金保険被保険者資格喪失届の記載を誤ったと回答し

ていることから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 47 年１月の保険料に

ついて納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったもの

の、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合

を含む。）、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 

 



滋賀国民年金 事案 913 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 49年３月から同年９月までの期間、50年 11月から 52年７月

までの期間、53年７月から同年 12月までの期間及び 54年６月から同年８月ま

での期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはでき

ない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 49年３月から同年９月まで 

             ② 昭和 50年 11月から 52年７月まで 

             ③ 昭和 53年７月から同年 12月まで 

             ④ 昭和 54年６月から同年８月まで 

    ねんきん特別便が送付されてきて驚いた。会社で働いていた時は厚生年金

保険に加入していたので問題は無いが、申立期間①、②、③及び④について

は国民年金の加入期間であり、Ａ県の実家で家事手伝いをしていた。亡くな

った母が国民年金の加入手続を行い、保険料を納付していたはずであるので

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、その母親が国民年金の加入手続をし、保険料を納付していたと主

張しているが、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 53 年１月６日に払い

出され、52年８月 18日にさかのぼって国民年金被保険者資格を取得している

ことが確認できることから、申立期間①及び②については国民年金の未加入期

間であり、制度上、保険料を納付することはできない期間である。 

また、国民年金被保険者台帳を見ると、申立人は、昭和 53年４月 10日付け

で厚生年金保険被保険者資格を取得したことにより同日付けで国民年金被保

険者資格を喪失していることが確認できる上、婚姻（昭和 54年 11月＊日）に

伴いＢ県Ｃ町へ住所変更した後の 54 年 11月 13 日に別の国民年金手帳記号番

号が払い出され、同年９月６日にさかのぼって国民年金被保険者資格を取得し

たものの、当該手帳記号番号は、先の手帳記号番号の払出しが後日、判明した



ため取消処理が行われていることが確認できることから、申立期間③及び④に

ついても、国民年金の未加入期間であり、制度上、保険料を納付することはで

きない期間である。 

さらに、申立人自身は国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与しておら

ず、手続を行ったとされる申立人の母親も既に死亡していることから申立期間

①、②、③及び④の保険料の納付状況が不明である上、申立人の母親が当該期

間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書

等）は無く、ほかに当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間①、②、③及び④の国民年金保険料を納付していたも

のと認めることはできない。



滋賀国民年金 事案 914 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 38 年 11 月から 40 年３月までの期間及び 46 年４月から 48 年

12 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住   所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38年 11月から 40 年３月まで 

             ② 昭和 46年４月から 48年 12月まで 

    Ａにいる時に国民年金に加入した。Ｂをしている間は、国民年金保険料は

Ｃ会が納付してくれていたはずであるのに、未納期間があるのは納得できな

いので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、自身がＢをしている間、国民年金保険料はＣ会が納付してくれて

いたはずであるとして、申立期間①及び②について申立てを行っている。 

しかしながら、申立期間①及び②について、Ｄ会所属のＢ及びその妻に係る

国民年金保険料の納付を行っていたＥ会（昭和 35 年５月にＦ会から独立し、

任意団体として設立）は、「Ｂ及びその妻の国民年金の加入手続及び保険料納

付を、当会において平成８年まで行っていたが、当時の資料が無いことから、

その開始時期及び保険料の納付状況については不明である。当時は、各Ｂから

提出のあった納付書により保険料を納付していたようである。」と回答してい

る。 

また、申立人と同様に、ＡからＧに異動したＢで記録が確認できた同僚６人

の国民年金保険料の納付状況を調査した結果、昭和 54 年に特例納付により納

付している同僚一人を除く５人についても、申立期間①については納付記録が

確認できないことから、Ｅ会が、Ｂ及びその妻の国民年金の加入手続及び取り

まとめた国民年金保険料の納付を始めたのは、40年４月からであったことがう

かがえる。 

さらに、申立期間②については、昭和 48 年３月に結婚した申立人の妻の国



民年金手帳記号番号は 49 年２月 23 日に払い出され、45 年１月 18 日にさかの

ぼって被保険者資格を取得していることが確認できるものの、その妻について

も 48年 12月までは未納期間と記録されている上、前述の申立人の同僚６人の

うち、一人は、申立期間②の一部期間について納付記録が確認できず、もう一

人は、申立人と同様に申立期間②の全期間について納付記録が確認できない。 

加えて、申立人自身は申立期間①及び②の国民年金保険料の納付に関与して

おらず、当該期間の国民年金保険料の納付を示す関連資料（家計簿、確定申告

書等）は無く、ほかに当該期間の保険料の納付をうかがわせる周辺事情も見当

たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間①及び②の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。



滋賀国民年金 事案 915 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和62年９月から平成２年12月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年９月から平成２年 12月まで 

    妻が昭和 62 年９月１日に共済組合の加入員でなくなってから、私がＡ社

で厚生年金保険に加入する平成３年１月１日までの間、妻は国民年金の納付

記録がある。当時、妻は私の分も含めて二人分の国民年金保険料を市役所で

支払っていた記憶があると言っている。私の納付記録が無いのは納得いかな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻は、申立期間の夫婦二人分の国民年金保険料を市役所で納付した

としているが、申立期間当時、妻の納付方法は口座振替であり、Ｂ銀行Ｃ支店

の妻名義の口座に係る取引異動明細記録により、申立期間に一人分の国民年金

保険料のみ引き落とされていることが確認でき、同行Ｃ支店の申立人名義の口

座に係る取引異動明細記録からは、国民年金保険料が引き落とされていること

は確認できなかった。 

また、申立人は、昭和 61年９月 10日に国民年金手帳記号番号の払出しを受

けて第３号被保険者の資格を取得しているが、62 年９月１日に同資格を喪失

していることから、申立期間は未加入期間であり、制度上、保険料を納付する

ことができない期間である。 

さらに、申立人に対し、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたこと

をうかがわせる事情も見当たらない。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料(家計簿、確定申告書等)は無く、申立人の妻が申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。



滋賀国民年金 事案 916 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成３年４月から４年３月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年４月から４年３月まで 

    平成３年４月から、20 歳以上の学生は国民年金に強制加入となったが、

当時は大学生であったため国民年金保険料を支払うことができず、就職後の

４年８月に賞与から 10万円余りを母に渡し支払ってもらった。当時、母は、

Ａ市役所Ｂ支所で開催されたＣ教室に通っており、そのついでに同支所の受

付の年配の女性に申立期間の保険料を支払った。その後、平成９年に国民年

金第１号被保険者となり、初めて年金手帳を受け取ったが、母に支払っても

らった申立期間の保険料納付の記録が無いので、調査してほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

平成９年１月の基礎年金番号の導入以前に国民年金に加入した場合には、国

民年金手帳記号番号が払い出されることとなるが、申立人に対して、国民年金

手帳記号番号が払い出された形跡はうかがわれないことから、申立期間につい

ては国民年金の未加入期間であり、制度上、保険料を納付することができない

期間である。 

また、申立人の国民年金保険料を納付したとする申立人の母親は、平成４年

８月にＡ市役所Ｂ支所で申立人の国民年金の加入手続をして、申立期間の保険

料を納付したと主張しているが、この時点においては、申立期間は過年度の保

険料となり、Ａ市は、「市役所支所では、過年度保険料を収納することや預か

るということはできなかった。」と回答している。 

さらに、申立人の母親が申立人の申立期間の国民年金保険料を納付していた

ことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人自身は、申立期

間の国民年金の加入手続や保険料の納付に関与していないため、保険料の納付

状況等が不明確であり、申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

 

滋賀厚生年金 事案 766 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 39年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 59年 12月 29日から 60 年１月１日まで 

社会保険事務所(当時)に厚生年金保険の加入状況について照会したとこ

ろ、Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間に係る記録が無い旨の回答を

もらったが、申立期間である昭和 59年 12月を厚生年金保険の被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人から提出された給与明細書により、申立人は、昭和 59年 12月の厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていることは認められる。 

しかしながら、Ａ社から提出された申立人の退職願及び雇用保険の記録により、

申立人は、昭和 59年 12月 28日付けで同社を退職していることが確認できる。  

 また、厚生年金保険法では、第 19条において、「被保険者期間を計算する場

合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失

した月の前月までをこれに算入する。」と定められており、また、同法第 14

条において、資格喪失の時期は、その事業所に使用されなくなった日の翌日と

定められていることから、申立人の主張する昭和 59年 12月は、厚生年金保険

の被保険者期間とされない。  

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は、昭和 59年 12月の厚生年金保険料を給与から控除されていることが認

められるものの、申立期間において申立てに係る事業所に使用されていた者で

あったと言えないことから、厚生年金保険の被保険者であったと認めることは

できない。



 

 

滋賀厚生年金 事案 767 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年 11月 29日から同年 12月１日まで 

    平成３年 11月末までは、Ａ社に在籍していた。給与から厚生年金保険

料が控除されているにもかかわらず、同年 11 月の厚生年金保険の記録が

無いので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された給与明細書により、申立人が平成３年 11月の厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていることは認められる。 

しかしながら、雇用保険の記録によると、申立人のＡ社における離職日

は、平成３年 11 月 28 日とされており、当該離職日の翌日は、オンライン

記録の資格喪失日と一致していることが確認できる。 

また、申立人は、「賃金締切日である 11月 25 日までは勤務していた。ま

た、自身が所持するスケジュール帳には、お店に 11 月 27 日に書類を取り

に、11 月 30 日に給料をもらいに、12 月１日に書類をもらいに行ったと記

録しているが、それ以上のことは書かれていないし、記憶も無い。」と供述

している。 

さらに、労働基準法では、申立期間当時の年次有給休暇の付与要件は、

１年以上の継続勤務と定められており、申立人のＡ社における勤務期間を

考え合わせると、申立人が当該事業所を退職する際、年次有給休暇をまと

めて取得したとも考え難い。 

一方、厚生年金保険法では、第 19条において「被保険者期間を計算する

場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格

を喪失した月の前月までをこれに算入する。」と定められており、また、同

法第 14条において、資格喪失の時期は、その事業所に使用されなくなった



 

 

日の翌日と定められていることから、申立人の資格喪失日は、雇用保険の

離職日の翌日である平成３年 11 月 29 日とされ、申立人の主張する同年 11

月は、厚生年金保険の被保険者期間とされない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人は、平成３年 11月の厚生年金保険料を給与から控除され

ていることが認められるものの、申立期間において申立てに係る事業所に

使用されていた者であったと言えないことから、厚生年金保険の被保険者

であったと認めることはできない。



 

 

滋賀厚生年金 事案 768 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 20年９月 29日から 21年５月 14日まで 

             ② 昭和 24年４月１日から 27年１月１日まで 

高等小学校を終えた昭和 17 年ごろ、Ａ社Ｂ工場に入社した。その後、

同工場がＣ社Ｂ製作所（後に、Ｃ社Ｂ工場となる。）に買収されたこと

に伴い、同事業所へ移ったが、終戦後の 24年４月１日に、今度は同事業

所がＡ社Ｂ工場に譲渡され、以降 26 年 12 月末日をもって退職するまで

同社Ｂ工場に勤務した。 

ところが、Ｃ社Ｂ製作所に勤務していた期間のうち、昭和 20年９月 29

日から 21 年５月 14 日までの期間及びＡ社Ｂ工場に勤務していた全期間

が記録から漏れている。 

同じように勤務していた人は年金が支給されているし、勤務していた

ことを証明してくれる人もいるので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、同期間を含め昭和 24年４月１日までＣ

社Ｂ工場に継続して勤務していたと申し立てている。 

しかし、Ｃ社Ｂ工場に係る厚生年金保険被保険者名簿により、申立人と

同日に被保険者資格を取得した被保険者の中から、申立人の前後 100 人を

調査したところ、昭和 20 年中に 86 人が資格喪失していることが確認でき

る上、申立人と同時期に資格喪失した複数の被保険者から事情を聞いた結

果、「終戦に伴い、操業できない状態となったため、退社した。」、「終

戦によりしばらく自宅待機となったが、会社から連絡を受けて、残務整理

のため再び勤務するようになった。」との証言があることから、当時のＣ

社Ｂ製作所は、終戦に伴い操業が不能になったことから、従業員の大半を



 

 

いったん解雇（自宅待機）させたものと推察される。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）によると、申立人

は、昭和 19 年６月１日に資格取得、20 年９月 29 日に資格喪失（解雇）、

21 年５月 14 日に資格取得、24 年４月１日に資格喪失（解雇）と記載され

ており、当該記録は、オンライン記録とも一致する。 

申立期間②について、申立人と同じく昭和 24 年４月１日にＣ社Ｂ工場に

おいて被保険者資格を喪失した者の中に、同日付けで、Ａ社Ｂ工場におい

て資格を取得した者は見当たらない。 

また、申立期間①及び②について、Ｃ社及びＡ社Ｂ工場に照会したが、

いずれの事業所からも、申立人の勤務実態及び厚生年金保険の取り扱いを

確認できる資料等は得られなかった。 

さらに、申立人が名前を挙げたＣ社Ｂ製作所の同僚のうち、連絡が取れ

た４人も申立人と同様に、申立期間①及び②の被保険者記録が無い上、当

該４人からは、申立人の勤務実態及び保険料控除を裏付ける証言を得るこ

ともできなかった。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における勤務実態及び厚生年金保

険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



 

 

滋賀厚生年金 事案 769 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 45年６月ごろから 48年４月１日まで 

Ａ事業所で、昭和 45年６月ごろからＢをしていた。健康保険証を事業

所からもらった記憶があるため、申立期間を厚生年金保険被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事業所の事業主及び同僚の証言から、勤務期間の特定はできないもの

の、申立人が当該事業所に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、申立人が記憶している同僚についても、申立人と同様に、

Ａ事業所における厚生年金保険被保険者記録が無い上、当該事業所におけ

る厚生年金保険被保険者記録がある複数の同僚が、入社時期と被保険者資

格取得時期に、相当期間のかい離がある旨証言している。 

また、Ａ事業所は、「当時の資料を保管していないため、申立人の厚生

年金保険の加入については不明である。」と回答しており、申立人の厚生

年金保険の適用及び厚生年金保険料の控除の状況を確認することはできな

かった。 

さらに、申立人は、Ａ事業所における雇用保険の記録も確認できない。 

加えて、Ａ事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿に申立人の氏名

は見当たらず、健康保険の整理番号に欠番も無い。 

このほか、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



 

 

滋賀厚生年金 事案 770 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 31年４月１日から 35年５月１日まで 

私は、申立期間において、Ａ社からＢ社のＣ売場へ派遣されて勤務してい

たが、昭和 35 年５月に退職するに当たり業務を引き継いだ後任者は厚生年

金保険に加入しているのに、私には厚生年金保険の加入記録が無いので、調

査して、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間当時、Ａ社に在籍していた同僚は、「私は、営業社員として、Ｄ地

区のＥのＣ売場を担当していた。申立人を知っているが、入社及び退職の時期

については、はっきり覚えていない。おそらく、アルバイトとして勤務してい

たと思う。」と証言していることから、勤務期間は特定できないものの、申立

人が当該事業所に勤務していたことは推認できる。 

 しかしながら、当時の営業事務担当者は、「各Ｅに派遣されて勤務する社員

は、正社員扱いとアルバイト扱いに区分されていたが、こうした区分にかかわ

りなく、保険料を給与から控除すると給与の手取額が少なくなることから、厚

生年金保険の加入を希望しない社員もいた。社員全員が厚生年金保険に加入し

ていないので、申立人も厚生年金保険に加入していなかったかもしれない。」

と証言している。 

 また、Ａ社は、昭和 50年 11月１日に厚生年金保険の適用事業所ではなくな

っており、事業承継先であるＦ社に照会しても、当時の人事記録は承継されて

おらず、当時の事業主及び経理責任者も所在不明であるため、申立人の勤務実

態、厚生年金保険の加入状況及び保険料控除について確認することはできない。 

   さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を確認しても、申立

期間において、申立人の氏名は見当たらず、健康保険の整理番号に欠番も無い。 



 

 

 このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 


